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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第３部門第５区分
【発行日】平成28年4月28日(2016.4.28)

【公表番号】特表2016-500764(P2016-500764A)
【公表日】平成28年1月14日(2016.1.14)
【年通号数】公開・登録公報2016-003
【出願番号】特願2015-536243(P2015-536243)
【国際特許分類】
   Ｄ０１Ｆ   6/90     (2006.01)
   Ｄ０４Ｂ   1/16     (2006.01)
   Ｄ０４Ｂ  21/16     (2006.01)
   Ａ４１Ｄ  31/00     (2006.01)
   Ｄ０３Ｄ  15/00     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｄ０１Ｆ    6/90     ３０１　
   Ｄ０４Ｂ    1/16     　　　　
   Ｄ０４Ｂ   21/16     　　　　
   Ａ４１Ｄ   31/00     　　　Ｃ
   Ａ４１Ｄ   31/00     　　　Ｄ
   Ａ４１Ｄ   31/00     ５０１Ａ
   Ａ４１Ｄ   31/00     ５０２Ｂ
   Ａ４１Ｄ   31/00     ５０２Ｃ
   Ａ４１Ｄ   31/00     ５０３Ｆ
   Ｄ０３Ｄ   15/00     　　　Ａ

【手続補正書】
【提出日】平成28年3月8日(2016.3.8)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ポリアミドから成る衣料の織編用糸であって、前記ポリアミドは、ナイロン並びにポリ
エーテルジアミンから成り、前記ポリエーテルジアミンはおよそ１質量％乃至およそ２０
質量％の範囲の量で存在し、前記ポリエーテルジアミンは、少なくとも１５００の質量平
均分子量（ＭＷ）、及びポリエーテルジアミンについての理想のアミン水素当量（Ａｍｉ
ｎｅ　Ｈｙｄｒｏｇｅｎ　Ｅｑｕｉｖａｌｅｎｔ）（ＡＨＥＷ）よりも１０％未満だけ高
いＡＨＥＷを有し、１分子当りの有効アミン水素の数、即ちＡＨＥＷは、ＩＳＯ９７０２
に記載される手順を用いてアミン基窒素含量を測定することにより算出する、前記衣料の
織編用糸。
【請求項２】
　前記ポリアミドはおよそ１０％乃至およそ３０％、そして一態様においてはおよそ１５
％乃至およそ２５％の範囲の水分率を有する、請求項１に記載の衣料の織編用糸。
【請求項３】
　前記ナイロンはナイロン６，６又はナイロン６である、請求項１又は２に記載の衣料の
織編用糸。
【請求項４】



(2) JP 2016-500764 A5 2016.4.28

　前記糸は、２０％乃至９０％の破断点伸びを有する、請求項１乃至３のうちいずれか１
項に記載の衣料の織編用糸。
【請求項５】
　前記ポリエーテルジアミンは、ポリエーテルジアミンについての理想化ＡＨＥＷよりも
８％未満だけ高いＡＨＥＷを、好ましくはポリエーテルジアミンについての理想化ＡＨＥ
Ｗよりも５％未満だけ高いＡＨＥＷを、及びより好ましくは、ポリエーテルジアミンにつ
いての理想化ＡＨＥＷよりも２％未満だけ高いＡＨＥＷを有する、請求項１乃至４のうち
いずれか１項に記載の衣料の織編用糸。
【請求項６】
　前記ポリエーテルジアミンは、少なくとも２５００の、好ましくは５０００の質量平均
分子量を有する、請求項１乃至５のうちいずれか１項に記載の衣料の織編用糸。
【請求項７】
　前記ポリエーテルジアミンは、およそ５質量％乃至およそ１５質量％の範囲の量で、又
はおよそ８質量％乃至およそ１８質量％の範囲の量で、又はおよそ１０質量％乃至およそ
１５質量％の範囲の量で存在する、請求項１乃至６のうちいずれか１項に記載の衣料の織
編用糸。
【請求項８】
　前記ポリアミドは、ポリマー１０００ｋｇ当り２５乃至１３０のアミン末端基グラム当
量を有する、請求項１乃至７のうちいずれか１項に記載の衣料の織編用糸。
【請求項９】
　前記ポリアミドは、およそ２５乃至およそ６０の範囲の相対粘度であって、ＡＳＴＭ　
Ｄ７８９－８６に従うギ酸試験法に基づき算出される前記相対粘度を有する、請求項１乃
至８のうちいずれか１項に記載の衣料の織編用糸。
【請求項１０】
　前記ポリアミドは、およそ３０乃至およそ４５の黄色度指数を有する、請求項１乃至９
のうちいずれか１項に記載の衣料の織編用糸。
【請求項１１】
　前記ポリアミドは、およそ７５乃至およそ８５のＬ★色座標を有し、及び／又はおよそ
－５乃至およそ５のａ★色座標を有し、及び／又はおよそ５乃至およそ２５のｂ★色座標
を有する、請求項１乃至１０のうちいずれか１項に記載の衣料の織編用糸。
【請求項１２】
　前記ポリアミドは、０．０１質量％乃至１質量％の蛍光増白剤、０．０１質量％乃至２
質量％の二酸化チタン、１質量ｐｐｍ乃至５００質量ｐｐｍの消泡剤のうち１種以上をさ
らに含有する、請求項１乃至１１のうちいずれか１項に記載の衣料の織編用糸。
【請求項１３】
　前記ポリアミドは、触媒、好ましくはリン含有の触媒をさらに含有し、前記リン含有の
触媒は、好ましくは前記ポリアミド中にリンとして５質量ｐｐｍ乃至１０００質量ｐｐｍ
の範囲で存在する、請求項１乃至１２のうちいずれか１項に記載の衣料の織編用糸。
【請求項１４】
　前記触媒は、リン酸及びその塩、亜リン酸及びその塩、次亜リン酸アリールリン酸及び
その塩、アリールホスフィン酸及びその塩、次亜リン酸ナトリウム、次亜リン酸マンガン
フェニルホスフィン酸ナトリウム、フェニルホスホン酸ナトリウム、フェニルホスフィン
酸カリウム、フェニルホスホン酸カリウム、ヘキサメチレンジアンモニウムビス－フェニ
ルホスフィネート、トルイルホスフィン酸カリウム、及びそれらの混合物から成る群より
選択される、請求項１３に記載の衣料の織編用糸。
【請求項１５】
　前記糸は、マルチフィラメント繊維糸、好ましくは、低延伸糸（ＬＯＹ）、部分延伸糸
（ＰＯＹ）又は延伸糸（ＦＤＹ）のいずれかの形態にある、請求項１乃至１４のうちいず
れか１項に記載の衣料の織編用糸。
【請求項１６】
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　前記糸は、５乃至３００デシテックス（ｄｔｅｘ）の糸質量及び０．５乃至７デシテッ
クスのフィラメント質量を有する、請求項１乃至１５のうちいずれか１項に記載の衣料の
織編用糸。
【請求項１７】
　前記糸は、２２％乃至およそ６０％の伸度を有し、熱水収縮率が３％乃至およそ１０％
であり、糸強度が３乃至およそ７グラム／デニールであり、そして当該糸のＲＶがおよそ
４０乃至およそ６０の範囲にある、延伸糸である、請求項１乃至１６のうちいずれか１項
に記載の衣料の織編用糸。
【請求項１８】
　前記糸は、多成分フィラメント又は多成分繊維であって、前記多成分フィラメント又は
多成分繊維の少なくとも第一部分が前記ポリアミドにより形成され、及び前記多成分フィ
ラメント又は多成分繊維の第二部分が前記ポリアミドとは異なるポリマーにより形成され
ている、請求項１乃至１７のうちいずれか１項に記載の衣料の織編用糸。
【請求項１９】
　請求項１乃至１８のうちいずれか１項に記載の衣料の織編用糸から成る衣料用生地であ
って、当該生地は、好ましくは経編生地、丸編生地、不織布又は低デニールのテクニカル
生地である、前記衣料用生地。
【請求項２０】
　請求項１９に記載の衣料用生地から成る衣類であって、前記衣類は、好ましくはシーム
レス編衣類又は靴下である、前記衣類。
【請求項２１】
　ポリアミドから衣料の織編用糸を製造する方法であって、前記衣料の織編用糸は、請求
項１乃至１８のうちいずれか１項に定義されるとおりであり、及び、前記方法は、毛細開
口部を備えた紡糸口金プレートを通して溶融ポリアミドを押出し、そして前記紡糸口金プ
レートから出るフィラメントから糸を形成することを含む、方法。
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